
うるま市行政改革大綱を策定しましたうるま市行政改革大綱を策定しました

　うるま市においては、地方分権時代にふさわしい自立した行政体として、合併による特例措置や支援
制度等を有効に活用しながら、新市建設計画に基づくまちづくりを実現するため、新たに行政改革大綱
を策定し、行財政の構造改革に取組んでいきます。

　「ジリツ（自立・自律）した市民と協働でつくりあげる行政」を
基本理念とし、市民と行政がそれぞれの役割と責任を担いなが
ら、連携と協力でまちづくりを進めます。

「パートナーシップで築く住民主役のまち
づくり」を基本方針とし、次の３つの視点
をキーワードに行政改革を進めます。
（１）市民の視点に立った行政サービスの

推進
（２）市民とのパートナーシップ（協働）に

よる行政運営の構築
（３）行政経営の視点に立った市政運営の

推進

平成１７年度を起点とし、平成２１年度
までを計画期間とします。ただし、社会
経済情勢の変化等に応じて、必要な見直
しを図るものとします。

（２）市民とのパートナーシップ
（協働）による行政運営の
構築

（３）行政経営の視点に立った
市政運営

（１）市民の視点に立った行政
サービスの提供

◇基本理念

◇基本方針およびキーワード

◇計画期間

自
立した行政体

約
4 0の推進項目

パートナーシップで築く住民主役のま
ちづくジ

リ
ツ（自立・自律）した市民

と

協働でつくりあげる行政

パ
�
ト
ナ
�
シ
ッ
プ

市
民
の
視
点

行
政
経
営
の
視
点

◇推進項目

り

【お問い合わせ】行政改革推進室　電話９７３−５４０３

◆市民の参画機会の拡充　◆市民との協働の推進　◆地域協働の推進　◆パブリ
ックコメント（意見提出手続）の導入　◆情報公開及び個人情報保護制度の充実
◆監査機能等の充実強化　◆市民への情報提供等の充実　◆審議会等の見直し

◆中長期的な視点に立った財政運営　◆経費の節減・合理化　◆歳入の確保
◆事務事業の見直し　◆補助金等の整理合理化　◆公共工事コストの縮減　
◆入札・契約の適正化　◆民間委託等の推進　◆指定管理者制度の活用　
◆ＰＦＩ手法（民間活力による社会資本整備手法）の適切な活用の検討　
◆時代の変化に即応した柔軟で効率的な組織・機構の構築　◆組織のフラッ
ト化と庁内分権の推進　◆定員管理の適正化　◆給与の適正化　◆意識改革
◆人材育成　◆多様な人材の活用　◆人事制度の確立　◆行政評価の導入　
◆市民への説明責任　◆事務の効率化　◆行政事務の情報化　◆外郭団体等
の経営の健全化　◆上・下水道事業の経営の健全化　◆広域行政の推進

◆窓口サービスの向上　◆わかりやすい事務手続の推進　◆行政サービスの情報化
の推進　◆地域情報化の円滑な推進　◆施設の弾力的運用　◆公共施設の有効活用

（詳細については、市ホームページをご覧ください。）
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小
学
校
６
年
生
ま
で
の
児
童
を

養
育
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ
児

童
手
当
申
請
の
お
知
ら
せ

扶養の数 自営業
（国民年金加入者）

サラリーマン
（厚生年金加入者）

0人 460 532
1人 498 570
2人 536 608
3人 574 646
4人 612 684
5人 650 722

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

５
月
１
日
よ
り
サ
ー
ビ
ス
開
始

ふ
れ
あ
い
食
育
体
験
教
室

わ
く
わ
く
探
検
隊
参
加
者
募
集

　

児
童
手
当
の
法
律
改
正
に
伴

い
、
支
給
対
象
児
童
年
齢
が
小
学

校
６
年
生
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　
（
併
せ
て
所
得
限
度
額
も
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。）

【
対
象
児
童
】

　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成
９

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

　

た
だ
し
、
現
在
受
給
中
の
新
小

学
校
４
年
生
に
つ
い
て
は
、
継
続

に
な
り
ま
す
の
で
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
受
け
て
な

い
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

【
受
付
期
間
】

５
月
１
日（
月
）〜
９
月
29
日（
金
）

（
10
月
以
降
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

手
当
の
支
給
が
申
請
の
翌
月
分
か

ら
と
な
り
ま
す
。）

【
受
付
時
間
】

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
ま
で

【
受
付
場
所
】

市
役
所
本
庁
２
階　
児
童
家
庭
課

【
持
参
す
る
も
の
】

１
．
印
鑑

２
．
請
求
者
の
預
金
通
帳

　
　
（
郵
便
局
以
外
）

３
．
平
成
17
年
度
児
童
手
当
用
所

得
証
明
書

　
　
（
平
成
17
年
１
月
２
日
以
降

う
る
ま
市
に
転
入
し
た
方
）

４
．
請
求
者
本
人
の
健
康
保
険
証

コ
ピ
ー

※
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
の
申

請
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
わ
せ
先
】

児
童
家
庭
課　
児
童
手
当
担
当

☎
９
７
３

−

４
９
８
３

　

う
る
ま
市
で
は
、
仕
事
と
家
庭

の
両
立
支
援
の
た
め
、
育
児
の
援

助
を
受
け
た
い
人
（
利
用
会
員
）

と
行
い
た
い
人
（
援
助
会
員
）
が

会
員
と
な
っ
て
有
償
援
助
活
動
を

行
う
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

【
援
助
内
容
は
】

・
保
育
園
の
開
始
前
や
終
了
後
の

預
か
り

・
保
育
園
の
送
迎

・
学
童
保
育
終
了
後
の
預
か
り

・
保
護
者
の
病
気
や
急
な
用
事
の

場
合
の
預
か
り

・
買
い
物
等
外
出
の
際
の
預
か

り
・
・
・
な
ど

【
利
用
対
象
者
は
】

・
保
護
者
が
う
る
ま
市
に
在
住
し

て
い
る
こ
と

・
保
護
者
が
生
後
３
か
月
以
上
お

お
む
ね
小
学
校
３
年
生
以
下
の

子
ど
も
を
有
す
る
こ
と

【
利
用
料
金
は
】

　

１
時
間
当
た
り
６
０
０
円
〜

７
０
０
円

【
利
用
す
る
に
は
】

　

う
る
ま
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
入
会
し
、
利

用
会
員
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

【
登
録
場
所
は
】

　

う
る
ま
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

（
う
る
ま
市
役
所
福
祉
部
保
育
課
内

☎
９
７
３

−

５
４
２
７
）

【
セ
ン
タ
ー
の
開
所
時
間
は
】

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で

（
土
・
日
・
祝
祭
日
・
慰
霊
の
日
・

年
末
年
始
は
除
く
）

「
地
域
で
子
育
て
の
お
手
伝
い
を

し
ま
す
」

平
成
18
年
度
１
回
目

日
程
：
６
月
７
日
（
水
）
か
ら
５

講
座

【
内
容
】

・
親
子
で
植
付
け
体
験
と
簡
単
な

料
理
実
習

・
栄
養
に
つ
い
て
の
お
話
と
親
子

調
理
実
習

・
歯
の
健
康
や
む
し
歯
に
な
り
に

く
い
食
事
に
つ
い
て
の
お
話
と

親
子
調
理
実
習

・
リ
ズ
ム
体
操
と
簡
単
な
お
や
つ

づ
く
り

・
収
穫
体
験　

【
開
催
場
所
（
集
合
場
所
）】

石
川
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

【
対
象
者
】

　
市
内
に
住
む
３
歳
以
上
の
未
就

学
児
と
そ
の
保
護
者
（
15
組
ま
で
）

【
申
し
込
み
】

５
月
22
日
（
月
）
〜
26
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先
】

石
川
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
９
６
５

−

４
５
２
４

単位：万円平成 18 年度所得制限限度額表


